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３－４－２ ゾーン毎の基本方針 
 

 
[自然が刻む荒磯ゾーン] 

 

[防護] 

○集落、農地において、高潮（越波等）被害を受ける海岸については、高潮対策を

推進する。 
○ポケット的に存在する砂浜海岸のうち、侵食傾向の海岸については、侵食対策を

推進する。 
○過去に津波被害を受けており、緊急時の避難体制や情報管理といったソフト面に

おける防災体制の充実に努める。 
 

  [環境] 

○大山隠岐国立公園に指定されている地区は、その優れた景観の保全に配慮する。 
○笠浦ハマビワ群落や、重要湿地である十六島に代表される藻場などの貴重な植生

の保全に配慮する。 
 

  [利用] 

○利用者のマナー、モラルの向上に向けた啓発活動を進める。 
 

 

 

[神話を伝える浜ゾーン] 

 

[防護] 

○広域的な土砂収支の把握に努め、連続する砂浜海岸を保全する。 
 

 [環境] 

○ハマナスや出雲海岸砂丘植生などの貴重な植生の保全に配慮する。 
 

[利用] 

○利用者のマナー、モラルの向上に向けた啓発活動を進める。 
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[歴史と音色の湊・浜ゾーン] 

 

[防護] 

○集落において、高潮（越波等）被害を受ける海岸については、高潮対策を推進す

る。 
○ポケット的に存在する砂浜海岸のうち、侵食傾向の海岸については、侵食対策を

推進する。 
 

[環境] 

○ハマナスや仁摩海岸クロマツ林、藻場などの貴重な植生の保全に配慮する。 
○琴ヶ浜海岸は、日本でも屈指の鳴り砂海岸であるため、砂浜の保全に努める。 
 

[利用] 

○利用者のマナー、モラルの向上に向けた啓発活動を進める。 
 
 

 

 

[集い賑わいの浜ゾーン] 

 

[防護] 

○砂浜海岸が多数存在するとともに、社会資産の集積がみられることから、侵食傾

向の海岸については、侵食対策を推進する。 
 

[環境] 

○浅利黒松海岸砂丘植生などの貴重な植生の保全に配慮する。 
 

[利用] 

○遠方からの利用者を含めた幅広い利用者に対して、マナー、モラルの向上に向け

た啓発活動を進める。 
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 [夕日が映える海辺ゾーン] 

 

[防護] 

○砂浜海岸の保全に努める。 
 

[環境] 

○浜田海岸県立自然公園に指定されている地区は、その優れた景観の保全に配慮す

る。 
○三隅海岸クロマツ林や藻場などの貴重な植生の保全に配慮する。 
○三隅海岸自然環境保全地域に指定されている地域では、その優れた自然環境の保

全に配慮する。 
 

[利用] 

○遠方からの利用者を含めた幅広い利用者に対して、マナー、モラルの向上に向け

た啓発活動を進める。 
 
 
 
 
[悠久の時をうたう浜ゾーン] 

 

[防護] 

○侵食の進んでいる海岸について侵食対策を実施し、連続する砂浜を保全する。 
 

[環境] 

○高島暖地性植物群落や飯ノ浦海岸植生、藻場などの貴重な植生の保全に配慮する。 
 

[利用] 

○利用者のマナー、モラルの向上に向けた啓発活動を進める。 
 

 

 

 




